
 

重要事項説明書 

 

佐藤病院居宅介護支援事業所 

（特定事業所加算Ⅱ取得） 

  あなたに対する居宅サービス提供にあたり、厚生省令第38号第4条に基づいて、当事業所があなたに 

 説明するべき事項は次の通りです。 

１．事 業 者 

事 業 者 の名 称  医療法人 明芳会 

法 人 所 在 地  岡山市南区築港栄町２－１３ 

法 人 種 別  医療法人 

代 表 者  理事長 小倉 俊郎 

電 話 番 号  （０８６）２６３－６６２２ 

 

２．事 業 所 

名 称  佐藤病院居宅介護支援事業所  

所 在 地  岡山市南区築港栄町７－３０ 

事 業 所 番 号  岡山県 ３３７０１００３５０ 

管 理 者  森原 郁雄 （主任介護支援専門員・介護福祉士） 

電 話 番 号  （０８６）２６３－６６３６ 

F A X 番 号 

番号 

 （０８６）２６３－６６１８ 

 

３．事業の目的及び運営方針 

介護保険法に従い、可能な限り居宅において要介護状態にある高齢者に対して、適切な居宅介護支援を 

提供する事を目的とします。利用者の選択に基づいた、適切な居宅サービス計画が総合的かつ効果的に 

提供されるよう援助を行います。事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の 

立場に立ち、提供される指定居宅サービス等が、特定の事業所に不当に偏することのないよう公正中立に 

行います。また、市町村、地域包括支援センター等の関係機関との連携に努めます。  

 

４．事業の実施地域                                                                          

市 町 村 名 岡山市南区南福祉事務所管内 

 

５．営 業 日 

営 業 日 日曜、祝日及び年末年始（１２/３１～１/３、８/１５）を除く毎日 

営 業 時 間 
平日 ８：３０～１７：３０  土曜日 ８：３０～１２：３０ 

緊急時に関しては、電話等にて２４時間体制としています。 



６．職員体制                                                                               

 

従 業 員 の 種 類 員数 

区  分 
常勤換算後 

の人数 職員の勤務の体制 

 

常勤 非常勤  

専 兼 専 兼  

管 理 者 1  １   １.０ 

１ 

.０ 

１ 

平  日/８：３０～１７：３０ 

土曜日/８：３０～１２：３０ 

 

主任介護支援専門員 ３ １ 1 1  ２.８  

 介 護 支 援 専 門 員 ３ ３    ３.０  

 注）主任介護支援専門員数に管理者を含む  

 

７．担当介護支援専門員 

 

職 名 

 介護支援専門員 

氏 名 
・藤井 英次 

・竹内 留美 

・森原 郁雄 

・富田 薫 

・綱島 奈美 

・森田 博司 

 

 

 

 

担当介護支援 

専門員の変更 

(1) 利用者は、担当介護支援専門員が、業務上不適当と認められる事情や、その他

変更を希望する理由を明らかにして、担当介護支援専門員の変更を申し出ること

が出来ます。この場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じま

す。但し、利用者から特定の介護支援専門員の指名は出来ませんので、ご了承下

さい。 

(2) 当事業所の都合により、やむをえず担当介護支援専門員を変更することがありま

す。その場合、サ－ビス利用上の不利益が生じないよう、十分に配慮致します。 

 

８．居宅介護支援サービスの概要及び利用料              

要介護認定の申請代行 要介護認定の申請代行を致します。 

サービス計 画 の立 案 
ご本人、ご家族の意向を尊重しつつ、自立支援に向けた介護サービス計画（ケア

プラン）を作成致します。 

情 報 提 供 

利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めることが 

できます。居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者の選定理由

の説明を求めることができます。又、その他の情報提供を適宜行います。 

連 絡 調 整 

介護サービス計画に沿ったサービスが適切に受けられているか否か地域包括支

援センタ－や、サービス提供事業所、主治医等との連絡・調整を適時行います。

又、障害福祉制度における相談支援専門員等も必要に応じ、連携や連絡調整を

行います。 

利 用 者 負 担 額 
要介護度及び加算該当項目によって利用料金は異なりますが、全額公費負担で

あり、利用者の自己負担はございません。（別紙①参照） 



９．事故発生時の対応                                                                      

指定居宅介護支援の提供により事故（身体あるいは物品に及ぶもの）が発生した場合は、速やかに市町村、利

用者の家族又は身元引受人、サ－ビス事業者等に対して連絡し、必要な措置を行います。又、事故原因を解明

し、再発防止にも努めます。賠償すべき事故に関しては損害賠償を行います。 

 

１０．苦情等申立               

当事業所ご相談窓口 

窓口担当者 管理者 森原 郁雄  

ご相談時間 ８：３０～１７：３０ 

ご相談方法 面接（訪問及び来所）・電話相談 

苦 情 申 立 機 関 

岡山県国民健康保険団体連合会 

岡山市介護保険課         

岡山市事業者指導課 

（０８６）２２３－８８７６ 

（０８６）８０３－１２４０ 

（０８６）２１２－１０１２ 

苦 情 処 理 手 順 
苦情窓口担当者は、苦情に関する連携要網に従い、速やかに原因を追及すると 

共に、必要な措置を行います。その結果を利用者又は家族に報告します。 

 

１１．虐待防止に関する事項               

虐 待 防 止 責 任 者 

 管理者 藤井 英次 

管理者 藤井 英次 

 

管理者  森原 郁雄 

虐待防止に関する手順 

指定居宅介護支援の提供に当たり、当該事業所及び居宅サ－ビス事業所の従業

者又は養護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

市町村に通報するものとします。 

その他に関する事項 

 

従事者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を行うと共に、虐待防止の

ために必要な措置を適宜行います。  

 

１２．成年後見制度の活用支援 

 

１３．医療機関に入院する場合の留意事項 

利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用してい

た指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、退院時に円滑な在宅生活への意向を

支援することにもつながります。担当の介護支援専門員の氏名と連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよ

うご協力をお願いします。日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険

者証、お薬手帳等と合わせて保管することをお勧めします。 

 

適正な契約手続きを行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制

度を活用できるように支援を行います。  



１４．秘密保持及び個人情報保護に関する取り扱い 

個人情報に関しては、医療法人明芳会個人情報保護規定に基づき取り扱いをしています。 

サ－ビスを提供する上で、知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は

第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第

三者に漏らすことはありません。又、利用者及びその家族より求めがあればサ－ビスの提供記録を開示しま

す。 

但し、運営上、サ－ビス提供に関して、関係機関との情報交換、サ－ビス担当者会議等において利用者又は

その家族の個人情報を用いると共に、２４時間対応をしておりますので、個人情報を各職員が事業所外へ携

帯することをご了承ください。   

 

附則 平成１２年 ４月 １日 より適用 

 平成２８年１０月 １日 改訂 

 平成２９年 ９月 １日 改訂 

 平成３０年 ４月 １日 改訂 

 平成３１年 ４月 １日 改訂 

 令和 １年１０月 １日 改訂 

 令和 ２年 ２月 １日 改訂 

 令和 ２年 ４月 １日 改訂 

 令和 ２年１１月 １日 改訂 

 令和 ３年 ４月 １日 改訂 

 令和 ４年 ３月 １日 改訂 

 令和 ４年 ７月 １日 改訂 

 令和 ４年 ８月 １日 改訂 

 令和 ５年 ９月 １日 改訂 

 令和 ６年 ４月 １日 改訂 

  

 

   


